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議案第２２号 

   上越市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について 

 上越市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和８年２月２７日提出 

上越市長  小 菅 淳 一   

 

   上越市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 上越市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年上越市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 目次を削る。 

 「第１章 総則」を削る。 

 第２条中「及び上越市議会における会派（２人以上の議員により結成され、別に定めると

ころにより議長に届出をしたものをいう。以下「会派」という。）」を削る。 

 第３条を次のように改める。 

 （政務活動費を充てることができる経費の範囲等） 

第３条 議員は、政務活動費を当該議員が行う政務活動（調査研究、研修、広報、広聴、市

民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反

映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動をいう。以下同じ。）に要す

る経費（別表第１に定める政務活動に要する経費に限る。）に充てることができる。 

２ 会派（２人以上の議員により結成され、別に定めるところにより議長に届出をしたもの

をいう。以下同じ。）は、会派に属する議員に交付された政務活動費の全部又は一部を徴

収し、会派が行う政務活動に要する経費（別表第２に定める政務活動に要する経費に限

る。）に充てることができる。 

３ 前項の規定により政務活動費を徴収し、会派が行う政務活動に要する経費に充てる会派

は、経理責任者を置かなければならない。 

 「第２章 議員政務活動費」を削る。 

 第４条第１項中「３万７，５００円」を「５万円」に改める。 

 第３章を削る。 

 「第４章 収支報告等」を削る。 

 第９条第１項を次のように改める。 

  次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる報告書（以下「収支報告書」という。）を翌

年度の４月３０日までに議長に提出しなければならない。 
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 ⑴ 議員政務活動費の交付を受けた者 政務活動費に係る収入及び支出の報告書 

 ⑵ 会派が行う政務活動に政務活動費を充てた会派の経理責任者 政務活動費を充てた会

派の政務活動に係る収入及び支出の報告書 

 第９条第２項中「会派政務活動費の交付を受けた」を「会派が行う政務活動に政務活動費

を充てた」に改め、同条を第６条とする。 

第１０条中「又は会派政務活動費の交付を受けた会派」を削り、「第３条」を「第３条第

１項」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 第３条第２項の規定により会派が行う政務活動に政務活動費を充てた会派は、一の年度

において会派に属する議員（以下この項において「所属議員」という。）から徴収した政

務活動費の額から当該年度において同項に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控

除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を所属議員に返還しなければならな

い。 

 第１０条を第７条とする。 

 第１１条中「第９条第１項」を「第６条第１項」に改め、同条を第８条とする。 

 「第５章 雑則」を削る。 

 第１２条を第９条とする。 

 別表第１に次のように加える。 

会派が行う政務活動費 会派に属する議員が会派の行う政務活動に拠出する経費 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の上越市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後

に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、な

お従前の例による。 

（上越市特別職報酬等審議会条例の一部改正） 

３ 上越市特別職報酬等審議会条例（昭和４６年上越市条例第１１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第３号中「会派又は」を削る。 

 


